
高砂市告示第４６号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により、公金の収

納に関する事務について次のとおり指定公金事務取扱者に委託したので、同条第２項の規

定により告示する。 

 

令和８年４月１日 

高砂市長 都 倉 達 殊      

 

１ 指定公金事務取扱者の事務所の所在地、名称及び委託事務の内容 

事務所の所在地 名   称 委託事務の内容 

岐阜県岐阜市日置江 1

丁目 58番地 

株式会社電算システム 市民税・県民税・森林環境税、固定資

産税・都市計画税及び軽自動車税の収

納事務の取りまとめ 

東京都千代田区二番町

8番地 8 

株式会社セブン-イレ

ブン・ジャパン 

直営店及び加盟店における市民税・県

民税・森林環境税、固定資産税・都市

計画税及び軽自動車税の収納事務 

東京都品川区大崎１丁

目 11番 2号 

株式会社ローソン 直営店及び加盟店における市民税・県

民税・森林環境税、固定資産税・都市

計画税及び軽自動車税の収納事務 

東京都港区芝浦 3 丁目

1番 21号 

株式会社ファミリーマ

ート 

直営店及び加盟店における市民税・県

民税・森林環境税、固定資産税・都市

計画税及び軽自動車税の収納事務 

東京都千代田区岩本町

3丁目 10番 1号 

山崎製パン株式会社 直営店及び加盟店における市民税・県

民税・森林環境税、固定資産税・都市

計画税及び軽自動車税の収納事務 

千葉市美浜区中瀬 1 丁

目 5番地 1 

ミニストップ株式会社 直営店及び加盟店における市民税・県

民税・森林環境税、固定資産税・都市

計画税及び軽自動車税の収納事務 

広島市安佐北区安佐町

大字久地 665番地の 1 

株式会社ポプラ 直営店及び加盟店における市民税・県

民税・森林環境税、固定資産税・都市

計画税及び軽自動車税の収納事務 

札幌市中央区南九条西

5丁目 421番地 

株式会社セイコーマー

ト 

直営店及び加盟店における市民税・県

民税・森林環境税、固定資産税・都市

計画税及び軽自動車税の収納事務 

東京都港区港南 1 丁目

8番 27号 

株式会社しんきん情報

サービス 

直営店及び加盟店における市民税・県

民税・森林環境税、固定資産税・都市

計画税及び軽自動車税の収納事務 



東京都千代田区内幸町

1丁目 2番 2号 日比谷

ダイビル 13階 

ビリングシステム株式

会社 

市民税・県民税・森林環境税、固定資

産税・都市計画税及び軽自動車税 

東京都千代田区紀尾井

町 1番 3号 

ＰａｙＰａｙ株式会社 市民税・県民税・森林環境税、固定資

産税・都市計画税及び軽自動車税 

東京都港区港南 2 丁目

16番 5号 

楽天銀行株式会社 市民税・県民税・森林環境税、固定資

産税・都市計画税及び軽自動車税 

東京都千代田区大手町

2丁目 3番 1号 

株式会社ゆうちょ銀行 市民税・県民税・森林環境税、固定資

産税・都市計画税及び軽自動車税 

東京都千代田区飯田橋

3丁目 10番 10号 

ＫＤＤＩ株式会社 市民税・県民税・森林環境税、固定資

産税・都市計画税及び軽自動車税 

 

２ 指定公金事務取扱者の指定をした日 

令和８年４月１日 

 

３ 指定公金事務取扱者に委託をした日 

令和８年４月１日 

 

４ 委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで。ただし、株式会社ゆうちょ銀行につ

いては、令和８年４月１日から同年１２月２０日まで 


